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総務常任委員会 

 

平成２７年９月１５日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎嶋田 善行     ○坂口  徹      小村 尚己 

平川 理恵      木澤 正男      奥村 容子 

     中 西 議 長 

 

２．理事者出席者 

    町     長  小城 利重    副 町 長  池田  

    教  育  長  清水 建也    総 務 部 長  植村 俊彦 

    総 務 課 長  加藤 惠三    同 参 事  谷口 智子 

    同 課 長 補 佐         仲村 佳真    企画財政課長   昭男 

    同 課 長 補 佐         福居 哲也    同 課 長 補 佐         峯川 敏明 

    税 務 課 長  黒﨑 益範    同 課 長 補 佐  木村 隆幸 

    会 計 管 理 者  西川  肇    監査委員書記  山﨑  篤 

    教委総務課長         安藤 晴康    生涯学習課長         真弓  啓 

    同 課 長 補 佐         平田 政彦 

 

３．会議の書記 

    議会事務局長         寺田 良信    同   係   長         大塚 美季 

 

４．審査事項 

    別紙のとおり 
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開会（午前９時） 

署名委員 奥村委員、坂口委員 

 

おはようございます。 

全委員出席されておりますので、ただいまより総務常任委員会を開会

し、本日の会議を開きます。 

初めに、町長の挨拶をお受けいたします。 小城町長。 

 

おはようございます。 

１日の本会議から付託をされています議案の関係等、第３７号 斑鳩

町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてと、議案の第３８号 

斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例についてと、議案第３９号、議案第４０号、議案第４２号の

５議案につきまして、慎重審議をいただきまして、原案どおり可決いた

だきますことをよろしくお願いをいたします。 

継続審査につきましては、斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、

整備保存に関することについて、特に、今、藤ノ木古墳等の関係と、そ

れから、民家、安田家にございます春日古墳の関係の発掘等についての

関係等について、あるいはいろいろな関係等について、特に、今、日韓

５０周年ということで、この１２月２１日から韓国へ藤ノ木古墳の出土

品が出品をされるということが決まりまして、奈良国立博物館からこの

間お願いに、出土品を持っていくということのご了解ということで、全

て国宝ですけども、斑鳩町の、出たところでございますから、そういう

点について了承に来られたということでございます。 

あと、各課報告事項につきましては、斑鳩町協働のまちづくり活動提

案事業について、あるいは地域集会所施設、あるいは斑鳩町における空

家等対策の実施体制、あるいは学習支援事業の実施概要について、この

７月１日から８月３１日まで行われた町民プールの利用状況について、

担当から詳しく説明させますので、よろしくお願いいたします。以上で

ございます。 
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最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

署名委員に、奥村委員、坂口委員のお２人を指名いたします。お２人

にはよろしくお願いをいたします。 

本日の審査案件は、お手元に配布しておりますとおりでございます。 

初めに、本会議からの付託議案であります（１）議案第３７号 斑鳩

町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 加藤総務課長。 

 

おはようございます。 

それでは、議案第３７号 斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する

条例について、ご説明を申しあげます。 

初めに、議案書を朗読をさせていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本議案の内容につきましては、議案書の末尾の要旨をもって説明にか

えさせていただきますので、条例改正文、新旧対照表の朗読は省略をさ

せていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

議案書の末尾、斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する条例（要旨）

をごらんいただきたいと思います。 

今回の個人情報保護条例の一部改正につきましては、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番

号法が制定され、国民一人ひとりに個人番号が付されることとなりまし

た。 

個人番号につきましては個人情報に該当し、斑鳩町個人情報保護条例

の規定が適用されることとなりますが、番号法では、個人番号をその内

容に含む特定個人情報につきまして特別な保護措置が定められており、

地方公共団体においては、番号法の規定の趣旨を踏まえた必要な措置を

講じることとされているところでございます。 

このことから、特定個人情報の取り扱いにつきまして、番号法で規定
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されている内容と同様の特別な保護措置を本条例で定めるため、所要の

改正を行うものでございます。 

主な改正内容につきましては、（１）特定個人情報の目的外利用の制

限でございます。特定個人情報につきましては、個人の生命、身体また

は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、ま

たは本人の同意を得ることが困難な場合に限り、目的外での利用をでき

る旨を規定し、その利用を制限を行うものでございます。 

次に、（２）といたしまして、開示の請求として、特定個人情報につ

いて、開示の請求を行うことのできる者を、本人、未成年者もしくは成

年被後見人の法定代理人、または本人の委任による代理人とするもので

ございます。 

次に、（３）その他といたしまして、特定個人情報の適正な取り扱い

に関し、必要な事項を定めるものでございます。 

施行日は、個人番号の通知に関し、本町が特定個人情報を保有するこ

ととなる平成２７年１０月５日から施行するものでございます。 

以上、議案第３７号 斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する条例

についてのご説明とさせていただきます。何とぞ温かいご審議を賜り、

原案どおり可決いただきますよう、よろしくお願いを申しあげます。 

   

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 木澤委員。 

 

この条例改正ですけども、主な改正内容として３点あげていただいて

いまして、１点目ですね、まず、目的外利用のところについてですけど

も、これのどんなケースが想定されるのかなというのが具体的にご説明

いただけるようやったらお願いしたいと思うんですけども。 

 

一番想定されるケースとして、今、政府のほうでおっしゃっています

のが、大規模災害時、発生した場合において、こういった目的外利用が

できるというふうな考えが示されております。 

 

今のところそれ以外には具体的な例としては説明はないですか。 
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その他については、具体的なところはございません。 

 

これにつきましては、災害者の避難支援計画と要援護者リストですね、

等、今、町のほうでも整理をしていただいているところで、今後、その

活用についてどうしていくのかというところも絡んでくる関係だと思い

ますので、取り扱いについては注意をしていただきたいと思いますけど

も、災害時にはやはり有効な活用を図っていただきたいなというふうに

思いますので、法との整合性なども考えながら、また今後研究をしてい

ただきたいというふうに思います。 

それとですね、２点目の開示の請求のところなんですけども、私、も

ともとこの番号法、この制度自体が導入するべきではないという考え方

持っていますけども、この２件目の開示の請求のところで、たしかです

ね、議案説明会の中で、もともとの個人情報保護条例では、代理人、委

任状による申請は認めていないというふうになっていたところが、今回

の法改正によって、この代理人も認めますということで条例改正がされ

るというふうに思いますけども、これについてはどういうケースが想定

されるんでしょうか。 

 

まず、この代理人の定めている、条例で定めさせていただいている理

由でございますけれども、番号法の第３１条でございますけれども、地

方公共団体においては、保有する特定個人情報の適正な取り扱いを確保

するため、番号法の趣旨を踏まえ必要な措置を講じなければならない旨

の規定がございます。そういったことから、この条例につきましても、

番号法と同様のこういった代理人の指定をさせていただいているところ

でございます。 

それと、あと今おっしゃっています、想定といたしまして、国のほう

におきましては、この番号法のほうは税と社会保障制度といった関係の

分野でございます。そういった関係から、もともとの申請について、税

理士さんとか、社会労務士さん、そういった方が申請にかかわられると

いうことがございますので、開示請求についても、そういった方々に見



 - 6 - 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

ていただくケースというのが国民のニーズが高いかなという考え方のも

とにこういった代理人の規定が設けられたというところでございます。 

 

私、心配しているのは、やっぱりそこのところなんですね。なかなか

本人が申請難しいというところから専門家が対応するいうことで想定が

されていますけども、実質的にですね、個人情報を管理する範囲ってい

うのが、給与所得だったり、雇用保険だったり、あとは健康保険だった

り、労災、年金等、いろいろ広がっている中で、果たして個人事業主と

か、企業なんかも、その企業内で独自にそうした管理が自前でできるの

かと。できないところは外部業者に委託して、そこが委任状をとって管

理を行っていくというような流れに発展していくんじゃないかなという

のを非常に心配しています。 

例えばそうなると、やっぱり団体、きちんと確認はして契約はされて

いくでしょうけども、いろいろな団体が委任状を持ってその申請に来る

というようなことが私は非常に心配されまして、そうするとやっぱり情

報の流出なんかも危険性がですね、高くなるというふうに思っているん

ですけども、そうした点についてはいかがでしょうか。 

 

そういったケース、取扱者がふえていくというのは事実だろうとは思

いますけれども、ただ、そういった関係上、罰則規定等も設けられてい

るところでございますので、そういったことで抑止力を出すという考え

で制定されたものというふうに考えております。 

 

確かにね、罰則もあるし、基本的には公務員の皆さんとか、あとそれ

を取り扱う仕事と、業とされる方ですね、についても、基本的にはモラ

ルを持って情報はきちっと、守秘義務をもって管理をしていくというこ

とになるかとは思うんですけども、斑鳩町ではないと思うんですけども、

先日、堺市でですね、職員が情報を持ち出してインターネット上に公開

すると。お金にしようとしたというようなことも報道されていますけど

も、やっぱりそうした形で、いろいろな形でですね、情報が漏れていく

というようなことから、そもそもこうした個人の情報を、一元的ではな
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いにしろ管理をしていくというようなシステム自体、私は非常に問題が

あるというふうに思っています。 

今回の条例改正については、こうした問題点などが、その法の中でで

すね、もう既に含まれているということで指摘をしておきたいと思いま

す。 

 

ほかにございませんか。  

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

議案第３７号 斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する条例につい

ては、討論の申し出があります。よって、これより討論を行います。 

初めに、本案を可決することに反対の方の意見を求めます。 

木澤委員。 

 

それでは、議案第３７号 斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する

条例について、反対の立場から意見を申しあげます。 

今回の条例改正は、マイナンバー法の施行に伴って行われるものです

が、そもそもこのマイナンバー制度については、個人情報を１２桁の番

号によって管理・活用し、行政の効率化等を図るのが目的とされていま

すが、これまで、住民基本台帳で管理していた氏名、生年月日、性別、

住所などにとどまらず、税務や社会保障、災害対策など、対象範囲が広

く拡大されています。基本的には、情報は一元化せず、ばらばらに切り

離して管理するとされていますが、情報の流出やなりすまし等により、

個人の情報が悪用されたり、また、預金や健康保険などの情報も登録す

るとのことなので、政府によって徴税強化や社会保障費の削減に利用さ

れるのではないかとの懸念があります。また、システムの構築やセキュ

リティの強化などに莫大な費用がかかるとされていますが、果たしてそ

れだけの費用対効果が得られるのかという点でも国からは明確な根拠は

示されていません。 
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私はこれまでにも申しあげてきましたが、この制度の導入そのものに

反対です。 

今回、条例改正の主な内容として、特定個人情報の目的外利用の制限、

開示の請求、その他、となっていますが、特に２点目の開示の請求のと

ころで、これまでとは違って、本人の委任による代理人でも特定個人情

報の開示請求ができるとなっています。これについては、税や保険の申

請等の手続きの際に、専門家がそれを代理できるようにしたりするなど

といった機会がふえることを見越しての改正となっているかと思います

が、またですね、本来で言うと、例えばですね、寝たきりになっていら

っしゃる方の手続きを委任を受けた代理人が行うといったケースも考え

られなくもないですが、今回については、そのことに対する対応がメイ

ンではなく、システムが複雑化する中で、その対応に本人ではなく代理

人を認めるというもので、その分、手続きも煩雑化しますし、情報流出

につながる機会もふえると考えます。 

町としては、法の趣旨に沿って改正を行うものだとの説明ですが、こ

れまでは認められていなかった代理人による情報開示請求を可能とする

改正については、そうした点から問題があるものだと考えます。 

さきの年金情報の流出に続いて、先日の報道では、堺市選挙管理委員

会事務局の内部情報や外郭団体の個人データとみられる一覧表がネット

上に流出していることが発覚しました。その中に、有権者５６０人の情

報も漏洩しているようですが、守秘義務がある公務員が、法律で罰則強

化されていても、公務で得た知識や情報を金にしようとしたというのが

事件の真相のようです。まさか斑鳩町ではそんなことはないと考えてい

ますが、このように、いくらセキュリティを強化しても情報は必ず漏れ

ます。ですから、大切な個人情報を多岐にわたって管理・活用しようと

するシステムの構築自体に問題があると考えますし、こんな制度は中止

すべきだと考えます。 

とりわけ、制度のスタートに向けて行う条例改正の中で問題だと思う

点について指摘をさせていただきました。ほかにも、法施行、制度実施

に向けて条例改正等が行われていますが、法施行に伴って明らかに行わ

れる事務的なものなどについてまでは反対はいたしませんが、個人情報



 - 9 - 

 

 

委員長 

 

 

坂口委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

保護条例の一部改正については反対とさせていただきます。 

 

次に、本案を可決することに賛成の方の意見を求めます。 

坂口委員 

  

それでは、議案第３７号 斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する

条例について、賛成の立場から意見を申し述べます。 

このたびの本条例の改正は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が制定され、国民一

人ひとりに個人番号が付されることとなり、個人番号をその内容に含む

特定個人情報については、番号法において特別な保護措置が定められて

おります。 

また、番号法においては、地方公共団体においても、番号法の規定の

趣旨を踏まえ、特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため必要な措

置を講じなければならない旨の規定がされているところであります。 

このことから、斑鳩町においても、特定個人情報の適正な取り扱いを

確保するため、特定個人情報の取り扱いについて、番号法で規定されて

いる内容と同様の特別な保護措置を定める必要があることから、本条例

を改正されるものであります。 

以上のことから、斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する条例につ

いて賛成するものであります。委員皆さまのご賛同をよろしくお願いい

たします。 

 

これをもって、討論を終結いたします。 

本案については、賛否両論であります。よって、これより採決を行い

ます。 

本案を原案どおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたしま

す。 

 

（ 挙手する者あり ） 
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挙手多数であります。 

よって、議案第３７号 斑鳩町個人情報保護条例の一部を改正する条

例については、当委員会として賛成多数で可決すべきものと決しました。 

次に、（２）議案第３８号 斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 加藤総務課長。 

 

それでは、議案第３８号 斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末

手当に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申しあげま

す。 

初めに、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本議案の内容につきましても、議案書の末尾の要旨をもって説明にか

えさせていただきますので、条例改正文、新旧対照表は省略をさせてい

ただきます。 

議案書末尾、斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例（要旨）をごらんいただきたいと思います。 

本条例改正につきましては、議会の議員の報酬並びに町長、副町長及

び教育長の給料の適正な額及び実施期日について、斑鳩町特別職報酬等

審議会へ諮問をさせていただき、当該審議会において、国において人口

と産業構造からグループ分けが行われています奈良県内の類似団体との

比較を行うことにより適正な報酬月額を求められ、答申をいただきまし

た内容を受け、改正を行うものでございます。 

改正内容につきましては、議長の報酬月額、現行３４万９千円を３６

万円に、改定率が３．１５％、副議長の報酬月額、現行２９３，０００

円を３０万２千円に、改定率が３．０７％、議員の報酬月額、現行２７

万６千円を２８万４千円に、改定率２．９０％とするものでございます。 

施行日につきましては、平成２８年４月１日から施行するものでござ

います。 
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委員長 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

総務課長 

 

委員長 

以上、議案第３８号 斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当

に関する条例の一部を改正する条例についての説明とさせていただきま

す。何とぞ温かいご審議を賜りまして、原案どおり可決いただきますよ

う、よろしくお願いを申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 木澤委員。 

 

１点、ちょっと確認だけさせていただきたいと思います。この後にで

すね、町長、副町長と教育長の給与についての改正の議案が出てきてい

ますけども、常勤特別職に対しては給料という形になっていまして、非

常勤特別職では報酬という形になっていますけども、常勤特別職と非常

勤特別職に対する支払いの、報酬とか、給与の考え方の違いですね、こ

れについて確認をしておきたいと思います。 

 

常勤と非常勤の考え方の違いということでございますけれども、こち

らにつきましては、まず、基本的な支払いの関係につきましては、地方

自治法のほうで定められているところでございます。 

議会議員の方につきましては、地方自治法の２０３条のほうで定めら

れております。それと、一般職の職員と同様に、特別職の関係につきま

しては、地方自治法の２０４条で規定をされ、それぞれ支払いできる給

与ですとか、そういった手当てとか、そういった項目が自治法上規定を

されているというところでございます。 

 

平たく言うと、常勤特別職の場合は生活給であるということと、非常

勤特別職の場合はそうではなくて報酬だと。ちょっと説明としては不足

しているかもしれませんけども、そういうことだということで理解して

おいてよろしいでしょうか。 

 

はい、その性質上違うということは確かということでございます。 

 

ほかにございませんか。 小村委員。 
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小村委員 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

小村委員 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小村委員 

 

 

 

 

 

 

この斑鳩町特別職報酬審議会っていうのが開かれたということなんで

すけど、これのメンバー構成、どのような方かっていうのをちょっと確

認させてください。 

 

今回の報酬審議会につきましては、６名の方に委員になっていただい

ております。会長につきましては、前の代表監査委員でございました、

現在の代表監査委員の佐伯様、婦人会会長の清水様、あと、弁護士の中

西様、行政相談員の吉川様、この６名の方に委員になっていただいてお

ります。 

 

民間の方も入っておられる審議会なのかなと思ったんですけど、この

審議会っていうのは、必ず年１回開かれているものではないですよね。

なぜこの時期に報酬審議会を開かれたのか、お聞かせください。 

 

おっしゃるとおり、こちらにつきましては、不定期でございます。必

要の都度開催をさせていただくということでございます。 

今回、改正させていただきました、まず、なぜかということでござい

ますけれども、教育長の関係で、職責の関係で整理をさせていただく必

要がございました。その関係と、あと、前回の審議会から相当年数たっ

ているということもございましたので、特別職、町長、副町長もあわせ

て、議会議員の方々についても審議をいただいたということでございま

す。 

 

僕は基本的には報酬を上げていくという方向性に対しては賛成なんで

すけど、時期的に、教育長は、新教育長という新しい制度に変わるとい

うことで、今回、報酬審議会を開かれて、報酬をどうするのかというふ

うに議論されるのはわかるんですけど、議会議員、ほかのものに関して

はですね、選挙が終わったすぐということで、もう尐し時期が考えられ

なかったのかなという、その意見だけは付しておきたいなと僕は思いま
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

そうしたら、私のほうから、１つ質問させていただきます。前回、平

成１８年に報酬審議会開かれまして、そのときには、財政健全化に向け

て報酬審議会が開かれ、減額措置を答申されたというふうに思っており

ますが、今回、増額されるについては、財政健全化、ある程度なされて

いるという認識で審議会はこのような答申をされたのか、そこら辺です

ね、お願いします。 

 

財政健全化ということでございますけれども、まず、当時の財政力指

数と今回、ある程度比べてみますと、平成１７年当時が財政力指数が０．

５５４、それで、平成２６年度で申しあげますと０．５４４、ほぼ同等

の指数が出ております。 

今、委員長おっしゃいましたとおり、平成１８年の答申の内容につい

てでございますが、そのときの答申の内容につきましては、先ほど委員

長おっしゃいましたとおり、平成１６年の１２月に合併に係る住民投票

が行われて、その中で、単独町制を町がやっていくと。その中で、町長、

副町長、教育長、それと議会の皆さまのほうで、それぞれ、住民財政検

討会議の提言を受けた中で、それぞれが減額の措置をされていると。そ

ういった中での前回の特別職の報酬審議会等の答申でございましたので、

答申の内容についてはそういった減額措置を排除された中での答申とい

うことになっておりまして、最終的にその答申の中でも、答申なされた

金額については、それがふさわしいということではないですよというこ

とも審議会でも言われております。 

そういったことから、今回、引き上げという形になりますけれども、

他団体との比較する中では、やはりかなり低かったということでござい

ますので、そういった経緯もあって、今回の改正議案ということでご理
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

解いただきたいと思います。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第３８号については、当委員会として満場一致で可決すべ

きものと決しました。 

なお、私自身としましては、この案件について了とすることに躊躇し

ていることを表明しておきます。 

次に、（３）議案第３９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 加藤総務課長。 

 

それでは、議案第３９号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申しあげま

す。 

初めに、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本議案の内容につきましても、議案書の末尾の要旨をもって説明にか

えさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。議案書末尾
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委員長 

 

木澤委員 

 

をごらんいただけますでしょうか。 

本条例の改正につきましても、さきの議案第３８号と同様に、斑鳩町

特別職報酬等審議会への諮問に対する答申の内容を受け、改正を行うも

のでございます。 

主な改正内容につきましては、（１）町長及び副町長の給料の額の改

定といたしまして、町長の給料月額、現行８０万円を８１万８千円に、

改定率が２．２５％、副町長の給料、月額現行６７万１千円を６８万５

千円に、改定率が２．０９％とするものでございます。 

次に、（２）地域手当の支給といたしまして、町長及び副町長に対し

て、一般職の職員の例により、新たに地域手当の支給を行うものでござ

います。地域手当の支給率につきましては、現行の一般職の例によると、

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までは５％、平成２９年

４月１日以降につきましては６％となっております。 

なお、この地域手当の支給率の適用にあっては、本年の国の人事院勧

告において、一般職の地域手当の支給率について、平成２９年４月１日

以降の支給率を、平成２８年４月１日から１年間前倒しをして適用する

よう勧告をされているところでございます。 

次に、（３）減額措置の廃止といたしまして、平成１９年４月１日か

ら当分の間、給与月額の支給の減額措置、町長８％、副町長５％を講じ

ていましたが、平成２８年３月３１日をもって減額措置を終了するもの

でございます。 

施行日は、平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

以上、議案第３９号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例の一部を改正する条例についての説明とさせていただきます｡

何とぞ温かいご審議を賜り、原案どおり可決いただきますよう、よろし

くお願いを申しあげます。 

  

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 木澤委員。 

 

今回、地域手当という形で５％と６％という形で支給をしようという

提案なんですけども、このパーセンテージで出していただいていますけ
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総務課長 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木澤委員 

 

ども、町長、副町長とも、金額に直すといくらになるか教えていただけ

ますか。 

 

まず、６％で申しあげますと、町長のほうが年額で５８万８，９６０

円、副町長のほうが４９万３，２００円が６％でございます。 

それとあと、５％でございますけども、町長のほうが４９万８００円、

副町長のほうが４１万１千円でございます。 

 

先ほどの議員のところのやつでも財政的な点について質疑がありまし

たけども、答申のほうですね、見せていただくと、斑鳩町内の景気の状

況はどうなんだというところにも触れられておりますけども、今回、自

ら減額してきた措置も終了するということでこうした条例改正されます

けども、財政的な点で言うと、町長におかれてはどんな認識を持ってお

られるのかという点について確認をしておきたいと思います。 

 

小城町長。 

 

報酬審議会等で決定をされたわけでございますから、私自身は、この

平成１９年の前はですね、８７万円の報酬で１５％減額をしてきたわけ

でございまして、１９年からは８０万で８％減額ということで、１９年

じゃなしにもう既に１０何年前からですね、８７万のときは１５％、そ

して今現在は８％ということでございますから、当分、長らく、ちょっ

としてきたわけですけども、ほかの市町村を見ても、やっぱり減額その

ものがいいのか悪いのか、そういうことが本当にいろいろなものに反映

していくのかということも踏まえる中で、できるだけそういう点につい

ては、私は、福祉等、そういうものについては重点的に力を入れていき

たいと思っていますし、今後もそういう点では変わらんことでやってい

きたいと思っております。 

 

一方でですね、財政がまだ厳しいんじゃないかという声もある中で、

ただ、やっぱり私、特別職であれ、公務員の給料っていうのは、一定、
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委員長 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の賃金に与える影響というのも非常に大きいというふうに思うんで

す。今回、報酬審議会のほうで、こうした近隣の動向も見て、提出をさ

れてきているということにつきましては、やはりそうした影響も考えて

のことかなというのは、私自身、考え方持っているんですけども、そう

した中でですね、今までつけていなかった地域手当について、これも新

たにつけましょうということで提案をされてきていますけども、そもそ

もこの地域手当ですね、何で今まで斑鳩町はつけてこなかったのか、今

回つけるに当たっては、その辺のところの整理をどういうふうに考えて

いるのかについてお尋ねしたいと思います。 

 

加藤総務課長。 

 

まず、地域手当の取り扱いについてでございます。この関係につきま

しては、斑鳩町の一般職につきましては、昭和５９年から、以前の名称

でございます調整手当で支給を開始をしております。今回、この審議会

におきまして比較をされました類似団体の状況で申しあげますと、王寺

町、広陵町、田原本町につきましては制度の創設当時ぐらい、昭和４２

年に制度の創設をされているんですけれども、そういった、かなり前か

ら一般職と特別職について支給をされておったということがわかりまし

た。それと、同時に導入をいたしております三郷町でございますけれど

も、一般職については５９年４月からでございますけれども、特別職に

ついては昭和６３年４月から支給を開始をされております。あと、もう

１団体、上牧町につきましては、こちら最近でございますけれども、平

成２５年から一般職と特別職と同時に支給を開始をされているという状

況がわかったところでございます。 

それで、こういった関係につきまして、前回、前々回の審議会等の関

係資料と、それと会議の内容等を確認させていただく中で、地域手当と

いうことが全然、全くどこにも出てきていないということでございます。 

そういったことから、あくまで想像でございますけれども、特別職に

ついて、そういった地域手当を支給するということ自体があまり念頭に

なかったというふうに考えております。 
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総務課長 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

 

今、念頭になかったというふうにおっしゃいましたけども、この地域

手当ですね、この地域手当の内容っていうんですかね、どういったもの

なのかっていうのもお尋ねしておきたいと思います。 

 

現在の地域手当の、まず性格的なもので申しあげますと、一般職の公

務員の給与表の作成に当たりましては、全国地域の一番低い賃金体系の

ところで給与表が作成をされております。その中で、それぞれの地域に

応じた、賃金の高いところがございますので、その安い、高いの調整す

る措置としてこの地域手当が設けられているところでございますので、

例えば、今一番低い賃金で給与表がつくられていると。そこに比べて５％

賃金の高い地域については、こういった調整手当が５％つくという性質

のものでございます。 

 

もう１点ですね、後の教育長のところでも、手当の関係については、

逆に、今までつけていた手当、住宅手当等廃止するというのが出てきて

いますけども、手当に対する考え方ですね。一定、特別職の給料ですね、

については、自治体によってはこういうものも含めて、もう給料月額の

中に含めるんだということで、例えば住民から見たときに、手当という

形で給料以外にも支給されているっていうことで言うと、わかりにくい

っていう声なんかもあるみたいなんですけども、斑鳩町としては、この

手当についてはどう考えて整理をしていこうと思っているんですかね。 

 

今、地域手当について、その給与月額に含めるというお話ですけれど

も、そういった、先ほどご説明させていただきました地域手当の性格上

申しあげますと、やはり給与月額と地域手当については個々に支給すべ

きものであるというふうに考えております。 

 

この地域手当っていうのは、例えば年金とか、退職金なんかにはどう

影響するんでしょうか。 
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木澤委員 
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総務課長 

 

 

あくまでも算定の基礎となりますのは給与月額でございますので、そ

ちらについては反映されないということでございます。 

 

いろいろ聞かせていただきましたけども、やっぱり各地域との賃金差

ですね、格差をなくしていくと、それがひいては斑鳩町の地域の賃金の

引き上げ等にもつながっていくというふうに私は思いますので、今回の

この改正については賛成をさせていただきたいと思います。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３９号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

なお、私としましては、この案件についても了とすることに躊躇して

おりますことを表明しておきます。 

次に、（４）議案第４０号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 加藤総務課長。 

 

それでは、議案第４０号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申しあげま

す。 
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初めに、議案書を朗読をさせていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本議案の内容につきましても、議案書の末尾の要旨をもって説明にか

えさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。議案書の末

尾、要旨をごらんいただけますでしょうか。 

本条例の改正につきましても、さきの議案第３８号、第３９号と同様

に、斑鳩町特別職報酬等審議会への諮問に対する答申の内容を受けまし

て改正を行うものでございます。 

主な改正内容につきましては、（１）教育長の給料の額の改定といた

しまして、教育長の給料月額、現行５７万円を５９万８千円に、改定率

４．９１％とするものでございます。 

次に、（２）期末手当の支給率の改定及び地域手当の支給等として、

教育長が一般職から特別職となることに伴い、町長及び副町長の給与の

支給に係る規定に準じ、扶養手当、住居手当及び勤勉手当の支給を廃止

いたしますとともに、期末手当の支給率等の改定を行うものでございま

す。また、一般職の職員の例により、新たに地域手当の支給を行うもの

でございます。 

地域手当の支給率につきましては、さきの議案でご説明をさせていた

だきました町長及び副町長と同様の取り扱いを行うものでございます。 

次に、（３）減額措置の廃止といたしまして、平成２４年４月１日か

ら当分の間、給与月額の支給の減額措置、３％を講じておりましたが、

平成２８年３月３１日をもって減額措置を終了するものでございます。 

施行期日は、公布の日から施行することとし、地域手当の支給に関す

る規定は、平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

また、経過措置といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律附則第２条第１項の場合においては、この

条例の規定は適用しないことを定めるものでございます。 

以上、議案第４０号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の一部を改正する条例についての説明とさせていただきます｡
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木澤委員 

 

 

 

総務課長 

 

 

木澤委員 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

何とぞ温かいご審議を賜りまして、原案どおり可決いただきますよう、

よろしくお願いを申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 木澤委員。 

 

ちょっと根本的な、基本的なことをお聞きしたいんですけども、教育

長が今回、特別職という位置づけになるんですけども、私は以前、教育

長は一般職だっていうのはちょっと知らなかって、特別職だというふう

に思っていたんですけども、そもそも、特別職だとか、一般職だとかっ

ていうのは、法律の中でそういう定めがあるんでしょうか。 

 

そちらについては、地方自治法上、規定がございます。 

 

今回、法律が変わって教育長が特別職に位置づけられるということで

すね。そうしたら、先ほどと同じように、地域手当の支給、金額ですね、

教えていただけますか。 

 

地域手当の支給の関係でございますけれども、まず、５％でございま

すけれども、３５万８，８００円、６％が４３万５６０円でございます。 

 

今回、教育長につきましては、先ほどちょっと言いましたけども、一

般職から特別職になることに伴って扶養手当とか、住宅手当等の手当は

廃止をされるということですけども、まず、この考え方について、お聞

きしたいと思います。 

 

特別職の給与手当の支給の関係等でございますけれども、一般的には、

国における特別職の職員の給与に関する法律というのがございます。そ

ういった国の法律に倣って、一般的には地方公共団体ではそれにあわせ

て支給を行っておりますので、その中では、給料、地域手当、通勤手当

及び期末手当を支給するというふうに規定をされておりますので、それ

に準じて今回、改正させていただいております。 
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木澤委員 

 

 

 

そうしますと、ほかのところでも、特別職に対して住宅手当、扶養手

当等は支給はされていないと。それは、法律ではそういう定めはないと

いうことで理解していいんですか。 

 

法律上の定めで申しあげますと、先ほど申しあげましたように、一般

職と同様の手当が払えるということは地方自治法上は規定をされており

ますけれども、特別職については、今、申しあげました国の関係の法律

でございます、に基づいて、あくまでもそれは、おっしゃる住宅手当と

か、支払いができないわけではございませんけれども、あくまでも町と

しては、国が定めている特別職の法律にあわせた形での整理をさせてい

ただいているということでございます。 

 

暫時休憩いたします。 

 

  （ 午前９時４８分 休憩 ） 

（ 午前９時５１分 再開 ） 

 

再開いたします。 

木澤委員。 

 

そうしたら、斑鳩町としては、根拠はその国家公務員の特別職の基準

に基づいて、今後についてもそういう運用をしていくというふうに理解

してよろしいでしょうか。 

 

その法律にあくまでも準じた形で決めていきたいというふうに考えて

おります。 

 

もう１点ですね、これまで、教育長、一般職の間は手当がありました

けども、それが廃止されて、一応今回、５７万円から５９万８千円に、

条例上の給与月額については引き上げられていますけども、もともと手
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委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

当がついていたときにもらっていた金額から下がっているっていうよう

なことはないかっていうのは心配するんですけども、これについてはい

かがでしょうか。 

 

現行の給与総額との比較でございますけれども、まず、今、本則、減

額前の金額で申しあげますと、改定後が４８万４，５３０円上回ると。

減額措置後の５５万２，９００円と比較いたしますと、７７万３５６円

ふえるという形になっております。 

 

基本的に、教育長が一般職から特別職になって、それでこれ、今まで

以上に責任も非常に重くなるということが、もともとこの特別職の報酬

の改定のきっかけでもありますのでね、それで低くなっているようやっ

たら、ちょっと改定としておかしいかなと思いましたので、そのことだ

け確認させてもらいました。結構です。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第４０号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

なお、この案件につきましても、私は了とすることに躊躇しておるこ

とを表明します。 
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次に、議案第４２号 平成２７年度斑鳩町一般会計補正予算（第３号）

についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。  

 

それでは、議案第４２号 平成２７年度斑鳩町一般会計補正予算（第

３号）につきまして、ご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ）  

  

それでは、補正予算の内容につきまして、ご説明を申しあげます。 

まず、歳入からご説明をさせていただきます。補正予算書の７ページ

をお開きいただけますでしょうか。 

第９款 地方特例交付金、第１項 地方特例交付金では、第１目 地

方特例交付金で、平成２７年度の住宅借入金等特別税額控除分に係る減

収補てん特例交付金額の決定により、９千円の増額補正をお願いするも

のであります。 

次に、第１０款 地方交付税、第１項 地方交付税では、第１目 地

方交付税で、平成２７年度の普通交付税交付額の決定により、１億８，

０３６万９千円の増額補正をお願いするものであります。 

次に、第１４款 国庫支出金、第２項 国庫補助金では、第１目 総

務費国庫補助金の第２節 戸籍住民基本台帳費補助金で、市町村におけ

る個人番号カードの交付事務に必要な経費に対して補助金が交付される

ことから、個人番号カード交付事務費補助金８８万６千円の増額補正を

お願いするものであります。 

第５目 商工費国庫補助金の第１節 商工費補助金では、地域経済循

環創造事業交付金１，０５０万円の増額補正をお願いするものでありま

す。 

８ページをお開きいただけますでしょうか。 

第１５款 県支出金、第２項 県補助金では、第７目 教育費県補助

金で、学校給食に県産農林水産物や加工品を活用する市町村等に対し、
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当該食材の購入費について、学校給食地産地消促進事業補助金が交付さ

れることから、第１節 小学校費補助金で５１万２千円、第２節 中学

校費補助金で２７万５千円の増額補正をお願いするものであります。 

次に、第１７款 寄附金、第１項 寄附金では、第１目 寄附金で、

ふるさと納税としてご寄附をいただいたことから、第２節 福祉費寄附

金で９万円、第３節 都市計画費寄附金で７万３千円の増額補正をお願

いするものであります。 

次に、第１８款 繰入金、第２項 特別会計繰入金では、第１目 大

字龍田財産区特別会計繰入金で、平成２６年度をもって大字龍田財産区

特別会計を廃止したため、当該特別会計の決算剰余金を一般会計に繰り

入れることから、２４４万２千円の増額補正をお願いするものでありま

す。 

９ページにお移りいただけますでしょうか。 

第１９款 繰越金、第１項 繰越金では、第１目 繰越金で、平成２

６年度会計の決算剰余金の確定により、１億４，４３４万６千円の増額

補正をお願いするものであります。 

次に、第２０款 諸収入、第５項 雑入では、第５目 雑入で、消防

団員６名が退団されたことから、消防団員退職報償金受入金１８８万円

の増額補正をお願いするものであります。 

次に、第２１款 町債、第１項 町債では、第４目 臨時財政対策債

で、本年度の臨時財政対策債の発行可能額の決定により２，７００万円

の増額補正をお願いするものであります。 

以上が、歳入にかかわる予算補正の内容となっております。 

１０ページをお開きいただけますでしょうか。 

続きまして、歳出予算の補正についてであります。 

初めに、第２款 総務費、第１項 総務管理費では、第１目 一般管

理費で、自治会集会所の底地の整理に当たり、土地購入手続きの地元合

意が図られたことから、地域集会所施設整備費等補助金１９８万７千円

の増額補正をお願いするものであります。 

第２項 徴税費では、第２目 賦課徴収費で、配当割・株式等譲渡所

得割控除不足分の還付見込額が当初見込みを上回ったこと及び法人町民
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税、固定資産税に係る還付が当初見込みを上回るため、３３９万円の増

額補正をお願いするものであります。 

第３項 戸籍住民基本台帳費では、第１目 戸籍住民基本台帳費で、

個人番号制度の導入に伴い、個人番号通知に関する問い合わせや個人番

号カードの交付に対応するため、国庫補助金を活用し、臨時職員の雇用

や機材の借り上げを行うため、８６万６千円の増額補正をお願いするも

のであります。 

１１ページにお移りいただけますでしょうか。 

第３款 民生費、第１項 社会福祉費では、第１目 社会福祉総務費

で、歳入で申しあげた福祉費寄附金のうち、福祉基金への積み立てを希

望された３万円の増額補正をお願いするものであります。 

第４目 老人憩の家運営費では、東老人憩の家のエアコンが故障し、

更新工事を要したことから、８０万円の増額補正をお願いするものであ

ります。 

第５目 医療対策費で、平成２６年度の福祉医療費助成事業県費補助

金の精算に伴い、超過交付分を返還することから、２５万６千円の増額

補正をお願いするものであります。 

第７目 障害福祉費では、平成２６年度の自立支援給付費国庫負担金

等の精算に伴い、超過交付分を返還することから、３１６万１千円の増

額補正をお願いするものであります。 

第１３目 臨時福祉給付金給付事業費では、平成２６年度の臨時福祉

給付金事業国庫補助金の精算に伴い、超過交付分を返還することから、

４６０万２千円の増額補正をお願いするものであります。 

次に、第２項 児童福祉費では、第１目 児童福祉総務費で、平成２

６年度の保育緊急確保事業国庫補助金の精算に伴い、超過交付分を返還

することから、７万７千円の増額補正と、次世代育成の充実にいただい

たご寄附４万５千円の財源振替をお願いするものであります。 

第２目 保育園費では、たつた保育園２歳児クラスのエアコンが故障

し、更新工事を要したことから、９０万円の増額補正をお願いするもの

であります。 

１２ページをお開きいただけますでしょうか。 
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第６目 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費では、平成２６年度の

子育て世帯臨時特例給付金事業国庫補助金の精算に伴い、超過交付分を

返還することから、１４６万６千円の増額補正をお願いするものであり

ます。 

次に、第４款 衛生費、第１項 保健衛生費では、第４目 健康増進

事業費で、健康づくりの推進にいただいたご寄附１万５千円の財源振替

をお願いしております。 

次に、第６款 商工費、第１項 商工費では、第５目 歴史街道ネッ

トワーク事業費で、歳入で申しあげた国の地域経済循環創造事業交付金

を活用し、地域経済の活性化のために、法隆寺駅北口では空きテナント

を活用した３区画と、法隆寺近くの空家を活用して７区画の合計１０区

画で新規起業家の発掘、そして応援事業として、店舗を開設するための

初期投資費用について支援することとして、補助金で１，０５０万円の

増額補正をお願いするものであります。 

１３ページにお移りいただけますでしょうか。 

第７款 土木費、第４項 都市計画費では、第７目 景観保全対策事

業費で、自然環境の保全と活用及び風景・景観の形成にいただいたご寄

附７万３千円の財源振替をお願いしております。 

次に、第８款 消防費、第１項 消防費では、第２目 非常備消防費

で、歳入で申しあげた消防団員の退団に伴う退職報償金１８８万円の増

額をお願いするものであります。 

第９款 教育費では、歳入で申しあげた学校給食地産地消促進事業補

助金を活用し、児童生徒への食育と学校給食での地産地消を進め、児童

生徒が地元農業への理解を深めるため、学校給食地産地消促進事業補助

金を交付してまいりたいことから、第２項 小学校費、第３目 保健体

育費で５１万２千円、１４ページをお開きいただきまして、第３項 中

学校費、第３目 保健体育費で２７万５千円の増額補正をお願いするも

のであります。 

次に、第１２款 予備費、第１項 予備費では、第１目 予備費で、

今回の補正から生じた財源３億３，７６８万円を留保させていただくも

のでございます。 
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恐れ入りますが、４ページにお戻りいただけますでしょうか。 

第２表 地方債補正についてであります。 

歳入のところで申しあげましたとおり、地方債の変更として、臨時財

政対策債で、限度額を４億２，８２０万円に変更する補正をお願いして

おります。 

それでは、１ページにお戻りいただけますでしょうか。 

予算総則を朗読させていただきます。 

 

（ 予算総則朗読 ） 

 

以上で、議案第４２号 平成２７年度斑鳩町一般会計補正予算（第３

号）につきましてのご説明とさせていただきます。ご理解を賜りまして、

原案どおりご可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 木澤委員。 

 

１０ページのところの一般管理費の地域集会所の施設整備費補助です

ね、これはどこの自治会で、場所はどこになるんですか。 

 

谷口総務課参事。 

 

この補助金につきましては、追手町自治会に対するものでございまし

て、追手町自治会で所有されている追手集会所が国道沿いにございます。

この底地部分でございます、敷地でございますが、自治会所有地と法定

外公共物、里道、あと民地というふうになっておりまして、その里道部

分につきましては町のほうから、また、民地部分についてはその所有者

から、自治会が購入されることとなりまして、その土地の購入に対しま

して補助金を交付するものでございます。 

 

補助金出していただくのは別に全然問題ないと思っているんですけど

も、たしかあれ、場所的には、竜田交番の向かいのところかなというふ
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うに思うんです。 

私、この間ですね、建設水道常任委員会のほうで、あそこのベンチが

なくなったという話についていろいろ取り上げてきたんですけども、今

あそこ、もともとあったベンチがいつの間にかなくなっていたというこ

とで、バスを利用される方から、ほしいと、やっぱり待っている間座り

たいと。ご高齢の方もふえていることから、やっぱりそうしたものが必

要かなというふうに思うんですけども、なかなか国道の歩道のほうも狭

いですので、そうしたスペースも確保しづらいということで、もしその

自治会のほうでご協力いただけるようであればですね、町のほうからも、

そういう声があるんですということで、一度相談をしていただいて、そ

の自治会のほうでですね、ちょこっとしたスペースを確保していただけ

ないのかなと。もちろん集会所はその分狭くなってしまいますので、そ

れは無理ですと言われたら、もうそれはしょうがないですけども、一度

そういう声があるということで、地元の自治会の方もおられると思いま

すので、ご協力をいただけないかっていうことで、ちょっと声をかけて

いただきたいと思うんですけども。 

 

池田副町長。 

 

いわゆる旧の西部青年会館というところで、今現状、今、谷口参事説

明申しあげましたように、今現状、あの敷地の中に、現状は全然変わら

ないわけなんですわ。あの敷地の中に、もう個人地と法定外公共物がご

ざいましたよと。それを今度、今もう全て自分ら、建物建っていますの

で、自分たちの土地にしようということで、土地所有者と話しされまし

て、それでこちらの建設課、法定外公共物、話ししたわけです。現状は

変わらないと。 

それで今、あそこの現状、知っておられるように、国道ありまして、

１段低くなっておりますわね。あそこ、国道あって、１段低くなって、

バス停があって、もうちょっと行ったらすぐもう入口になっております

ので、非常に申しわけないです、そういうスペースはございませんとい

うことでご理解をいただきたいと、まず。ですから、そういう申し入れ
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はちょっと無理だということでお願いしたいと思います。 

 

場所的にちょっと無理だということであればしょうがないですけども、

今後、やっぱりこうした形で国道沿い、沿道についても、町が例えば土

地を所有するとか、自治会さんとか、個人さんのほうでもいろいろ改築

をされる際にどうなるのかという問題も出てくると思いますけども、こ

の間申しあげていましたように、やっぱり高齢化が進む中で、バス停を

利用される方については、待っていただくのにずっと立って待っている

というのは大変ですから、バス停、ベンチもあって、できれば屋根もあ

るような形での整備を、奈良交通とも相談しながらですね、町としても

整備をしていくという考え方でもって進めていただきたいというふうに

要望しておきます。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第４２号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

ここで、１０時半まで休憩いたします。 

 

（ 午前１０時１１分 休憩 ） 

（ 午前１０時３０分 再開 ） 
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再開いたします。 

次に、２．継続審査について、（１）斑鳩町における歴史的史跡等の

発掘調査、整備保存に関することについてを議題といたします。 

理事者の報告を求めます。 真弓生涯学習課長。 

 

それでは、２．継続審査、（１）斑鳩町における歴史的史跡等の発掘

調査、整備保存に関することについて、報告させていただきます。 

初めに、斑鳩町文化財活用センターの運営についてであります。 

前回の当総務常任委員会でもご報告させていただきました、夏休み期

間中に実施しておりますこども考古学教室の３教室の最後となりますこ

ども１日学芸員体験につきましては、８月２１日に６名の子どもたちに

参加いただき、開催をいたしました。子どもたちは、出土遺物の洗浄作

業や、日ごろ手にする機会のない軒瓦の展示作業などの体験を通じて、

斑鳩の歴史を体感し、とても感動した様子でありました。なお、子ども

たちが体験した展示作業の展示物は、９月２９日まで文化財センターで

展示しておりますので、お時間の都合がつきますならば、ぜひ見てあげ

ていただければと思います。 

次に、中学生以上の大人を対象に開催いたします斑鳩考古学講座につ

きましては、９月２０日に開催予定の出土遺物整理作業体験の募集を現

在行っているところでございます。 

次に、斑鳩町文化財活用センター運営委員会については、各委員との

日程調整を行い、１１月１１日に開催を予定しております。会議では、

来年度の事業計画や、今年度の事業進捗状況等について説明、報告を行

いますとともに、秋季特別展の視察を行っていただく予定をしておりま

す。 

次に、１０月２９日から１１月２９日を開催期間として準備を進めて

おります、秋季特別展「藤ノ木古墳と大和の横穴式石室―出土品との比

較から見えるもの―」につきましては、国宝藤ノ木古墳出土品の里帰り

展示を行いますとともに、藤ノ木古墳が造営された６世紀後半の前後に

造営された県内に所在する横穴式石室を有する古墳の出土品を合わせて
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展示し、藤ノ木古墳から出土した馬具や土器などの出土品を比較するこ

とにより、藤ノ木古墳の特殊な点や共通する点等について明らかにして

いくことを目的としております。 

現在、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館や奈良文化財研究所、そ

して関係する市や町の教育委員会等での資料調査を終え、文化庁、奈良

県教育委員会、そして先ほどの関係機関に展示のご協力を依頼するとと

もに、これらの展示に伴う諸手続きを進めているところでございます。 

また、この展示会に合わせまして、藤ノ木古墳の秋の石室特別公開に

つきましては、１０月３１日土曜日と１１月１日日曜日の２日間で開催

いたしますとともに、１１月３日には、斑鳩の里文化芸術祭の式典に引

き続きまして、基調報告とパネルディスカッションを中心とした、史跡

藤ノ木古墳記念シンポジウム「斑鳩藤ノ木古墳の３０年間の調査・研究

成果をふりかえる」を開催するべく、準備を進めているところでござい

ます。 

次に、史跡中宮寺跡の整備についてであります。 

史跡中宮寺跡整備工事につきましては、基壇部分を初めとする工事材

料の調達等、準備工を進めておりまして、１０月には現場での工事に入

る予定でございます。 

以上、斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備保存に関するこ

とについてのご報告であります。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

  

報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

木澤委員。 

 

ここで聞かせていただくのがいいのかちょっとわからないんですけど

も、冒頭、町長が、日韓５０周年で、国宝を向こうのほうで、持ってい

って展示されるということをおっしゃったんですけども、この中に斑鳩

町のものが含まれるということでよろしいんでしょうかね。違うの。 

 

藤ノ木古墳の出土品が含まれるという条件であります。ただ、こちら

につきまして、まだ正式な発表もございませんので、その点はお許しを
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いただきたいと思います。 

 

清水教育長。 

 

ちょっと補足させていただきますと、藤ノ木の出土遺物につきまして、

全部国宝級になっております。町が所有しているということではござい

ません。今回の特別里帰り展の期間とですね、向こうの期間、若干期間

もあいている中で、うちで展示したものをまた持っていかはります。そ

れについては、まだ、今後、細部の詰めは要しますけども、全て国のも

のでありますけども、斑鳩町が出土したということで、前もって町長の

ほうにそういうお断りがあったということでご理解いただきたいと思い

ます。 

 

そうしたら、秋季の特別展等には影響はないということで理解してお

いてよろしいですね。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

継続審査については、一定の審査を行ったということで終わっておき

ます。 

次に、３．各課報告事項について、（１）斑鳩町協働のまちづくり活

動提案事業の実施について、理事者の報告を求めます。 

谷口総務課参事。 

 

それでは、各課報告事項１、斑鳩町協働のまちづくり活動提案事業に

ついて、ご説明をさせていただきます。資料１、斑鳩町協働のまちづく

り活動提案事業についてをごらんください。 

この事業は、住民と行政の協働のまちづくりを推進するため、昨年２
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月に策定した協働のまちづくり指針にも掲げております、協働のまちづ

くり支援制度のひとつといたしまして、住民活動団体の時代のニーズに

あった新しい活動をつくり出そうする動きを支援し、自立した継続的な

活動につなげることを目的に、住民活動団体に対し、行政との協働事業

の提案を募集することとし、採択した事業に対して、平成２８年度から

補助金を交付するものでございます。 

同様の事業は、奈良県内では、奈良県のほか、香芝市や桜井市、吉野

町等でも実施されており、住民活動団体からの提案による協働事業に対

して補助金が交付されているという状況でございます。 

それでは、事業の概要について、ご説明をさせていただきます。 

まず、応募資格といたしましては、７つの要件を掲げ、全てに該当す

る住民活動団体としております。まず、その１つ目として、斑鳩町内で

住民活動を行っている、または行う見込みがあること。２つ目として、

事業完了後も継続して住民活動を行う見込みがあること。次に、３つ目

といたしまして、規約、会則等を有し、また、会員名簿を備えているこ

と。４つ目といたしまして、適正な会計処理が行われていること。５つ

目といたしまして、５名以上の会員で組織し、また、会員の過半数が斑

鳩町内に在住、在勤または在学していること。そして、６つ目といたし

ましては、宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと。そして

７つ目といたしまして、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有し

ていないこととしております。 

次に、対象事業としては、４つの要件を掲げております。１つ目とい

たしまして、住民活動団体が地域の課題解決や活性化のために斑鳩町と

協働で行う事業であること。２つ目といたしまして、住民活動団体が新

しい視点から行う事業であること。３つ目といたしまして、専ら営利を

目的としない事業であること。そして、４つ目といたしましては、国や

地方公共団体等からの助成を受けておらず、または受ける予定のない事

業であるということとしております。 

次に、事業年度でございますが、単年度としております。平成２８年

度に実施される事業につきまして、今年度に募集を行いまして、採択し

た事業に対して、単年度事業として２８年度に実施していただくという
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ことになります。 

次に、選考についてでございますが、応募された書類について、書類

審査及び必要に応じてプレゼンテーションを実施し、選考委員会におい

て選考を行います。 

次に、補助金の額ですが、１事業当たり３０万円を上限とし、補助対

象経費は、採択事業実施に係る経費のうち、直接事業に必要なものに限

るとし、人件費は除くものといたします。 

最後に、その他として、事業完了後、事業実施団体により、公開の報

告会を開催することといたしております。 

なお、当事業につきましては、今後、１１月広報やホームページなど

により周知を行い、１２月ごろから募集を開始してまいりたいと考えて

おります。 

以上が、協働のまちづくり活動提案事業の概要であります。どうぞよ

ろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

木澤委員。 

 

決算審査特別委員会の中でも、この点については尐しお尋ねをして、

こうした形で方向性について示していただいたのかなということで、大

分活動内容についても整理がされてきているなというふうに思うんです

けども、ちょっと応募資格のところでですね、事業完了後も継続して住

民活動を行う見込みがあることと、基本的に、何て言うんですかね、言

い方悪いかもしれませんけど、補助金目当てっていう言い方したら悪い

ですけども、それで単年度で終ってしまわないように、継続してやって

ほしいって思いはわかるんですけども、例えばですね、以前に総務委員

会で視察に行った際も、他の市でですね、マラソン大会やったかな、イ

ベント型のやつで住民参加で広くやっていこうというて立ち上げて、継

続してやっていこうと思ったけども続かなかったよっていうような例を

報告受けたことがあるんですけども、この辺の判断ですね、っていうの

はどういうふうにされていくんでしょうかね。 
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こちらのほう、事業が提案された段階で選考委員会を実施させていた

だきまして、その中で十分、提案団体に対しまして、こちらのほうでも

選考というところにも書かせていただいておりますけれども、書類選考、

また、必要に応じたプレゼンテーションなどを実施することによって、

十分その中身を聞かせていただいて選考していきたいと。そういった、

今、危惧されたようなことにつきましても、十分聞き取りをしていきた

いというふうに考えております。 

 

そうしたら、特定イベント型はだめですよと、そういうわけではない

っていうことですね。 

 

はい、そういうことでございます。 

 

ほかにございませんか。 平川委員。 

 

すみません、選考委員会というのがどういう、役場の庁内での選考委

員会なのか、一般の方も入られるのかっていうことと、一般の方がもし

入られるのであれば、応募される方とか関係もあると思うんですけれど

も、その辺はいかがでしょう。 

 

選考委員会についてですが、斑鳩町協働のまちづくり推進委員会とい

うものが、今、附属機関としてございます。そちらの推進委員会のほう

から委員３名程度出ていただくのに加えまして、町のほうからは、副町

長と担当部長、総務部長ということで、今のところ考えております。公

募という形では考えておりません。 

 

ということは、その推進委員会から３名程度入られるということは、

その中の方もさまざまな住民活動されているかたもいらっしゃると思う

んですけれども、その方は応募できないということなんですか、それと

も、それも応募の範囲に入るということなんですか。 
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今ご指摘のとおり、推進委員会の中には住民活動団体の方もいらっし

ゃいます。応募をされる条件の中に、その方が含まれている団体を除く

ということではございませんので、その方が含まれている団体の提案が

応募されたときにおきまして、選考委員会の委員としてその方は外れて

いただくということになろうかと思います。 

 

補助金を支給するっていうことなので、公正に運営されるようにとい

うことを要望しますっていうことと、あと、１事業当たり３０万を上限

とするということですけど、大体何事業ぐらいを想定されているんでし

ょうか。 

 

こちらのほうも予算計上していくことになるんですが、１事業当たり

３０万を２団体程度、６０万程度の予算計上を想定しております。ただ、

上限が３０万ということでありますので、尐ない金額の事業に対しては

複数の団体が適用できるというふうに考えております。 

 

対象事業として、斑鳩町と協働で行う事業であることっていうことに

なっているんですけれども、地域の課題解決ということなんですけれど

も、どういう事業に応募してもらうっていう、何かそういう想定は特に

なく、もう住民の方々がこういうことやりたいということについて補助

金をつけていくっていうことなんでしょうか。 

 

具体的なテーマということかと思うんですけれども、確かにこれを募

集いたしまして、住民の方がちょっとわかりにくいという点も危惧され

るということの中で、具体的なテーマを例示をしていきたいというふう

に考えております。総合計画、４つのテーマございますので、そちらの

ほうに沿った形で例示ができればというふうに考えております。 

 

ほかにございませんか。 
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  （ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

次に、（２）斑鳩町地域集会所施設整備費等補助金交付要綱の一部を

改正する要綱（案）について、理事者の報告を求めます。 

谷口総務課参事。 

 

それでは、各課報告事項の２番目、斑鳩町地域集会所施設整備費等補

助金交付要綱の一部を改正する要綱（案）について、ご説明をさせてい

ただきます。 

この要綱の改正につきましては、決算監査やこれまでの総務常任委員

会、一般質問等におきまして、地域集会所の補助金について、その建築

に係る単価の基準を設けるべきであるとのご意見を受けて、改正させて

いただくものでございます。 

その主な改正内容につきまして、資料２の最終ページの要旨によりご

説明をさせていただきます。最終ページの要旨をごらんください。 

地域集会所施設整備費等補助金のさらなる適正化を図ることを目的と

して、補助の対象の要件に、地域集会所の新築の場合における建築単価

の上限に関する規定を新たに設けるものでございます。 

主な改正内容でありますが、（１）補助の対象につきまして、新築の

場合の建築単価にあっては２０万円以下の部分に限ることとしておりま

す。すなわち、例えば建築費及び設備費の合計額を延べ面積で割った建

築単価が仮に２２万円となった場合、２０万円を超える２万円に延べ面

積を乗じた額については補助の対象外となるということでございます。 

次に、２．施行期日等についてでございますが、公布の日から施行し、

平成２８年度分の補助金から適用することとしております。 

なお、今回の制度改正の内容につきましては、自治会へ文書により周

知してまいりたいと考えております。 

以上、斑鳩町地域集会所施設整備費等補助金交付要綱の一部を改正す

る要綱（案）についてのご説明とさせていただきます。よろしくお願い

を申しあげます。 
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報告が終わりましたので、質疑、意見等があればお受けいたします。 

木澤委員。 

 

確かにこの上限を、基準を設けるということで、この間、議会の中か

らも意見があったっていうのは、私も記憶していますけども、今までで

すね、町が補助金出してきた集会所で、単価的にはどういった、上がど

れぐらいの金額のものがあって、一番低いものでいくらぐらいであった

のか、参考までに聞かせていただけますか。 

 

１０の自治会のほうの新築工事が今までございました。そちらのほう

の中で一番単価が高かったものといたしましては、平米当たりの単価が

２６万３千円、また、一番尐なかったものでは１３万９千円となってお

ります。 

 

私もこの建築関係というのは疎いんですけども、例えばどういったも

のだと高くなるのかっていうのも教えてもらえますか。 

 

集会所という性格上、一般の戸建住宅とは違いまして、非常に大人数

の方々が入られる施設であるということ、また、避難所としての性格も

いるということで、一般の住宅よりも高くなるということは否めない部

分であるかなとは思うんですが、それに加えまして、昨今では、ハウス

メーカーに発注されるということが、やはりハウスメーカー、非常に多

様なノウハウ有しているということもございますので、そういったとこ

ろに発注されると高くなるという傾向は否めないのかなというふうに感

じております。 

 

そうすると、発注する先の違いっていうことで理解したらいいんです

かね。ちょっと思ったのは、普通に建物建てるだけじゃなしに、内装が

すごい何か凝ったものになってその単価が高くなってしまうとか、そう

いうケースなのかなとちょっと思ったんですけども。 
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ちょっと言葉足らずで申しわけございません。あと、例えば用途の違

い、例えば風致地区であるとか、地盤がどのように、地盤改良にどれぐ

らいかかるかとか、そういった、敷地の状況でありますとか、そういっ

たことについても変わってくるところがあるというふうに思っておりま

す 

 

今、参事おっしゃっていただいた、風致で、例えば外観についてもき

ちっと条例に規定内でつくっていただいても、この単価でいけるってい

うことですね。 

 

この建築単価の基準となるものが、本体工事費というもので見ており

ますので、建築費と、プラス設備費ですね、そういったものを建築単価

の算入の対象になっておりますので、そういったものも提供できると考

えております 

 

こんなこと言うたら怒られるかもしれませんけども、この基準、金額

は妥当かどうかっていうのがちょっと私わかりませんので、ただ、一定

基準を設けて運営していく中で、もし不都合が生じたらまた変更する可

能性についてもないことはないなということで、今説明を受けた中では、

この金額っていうので建設していけるということで理解をしておきたい

と思います。 

 

ほかにございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

次に、（３）斑鳩町における空家等対策の実施体制について、理事者

の報告を求めます。 植村総務部長。 
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それでは、報告事項３番目の、斑鳩町における空家等対策の実施体制

について、ご報告申しあげます。資料３をごらんいただきたいと思いま

す。 

初めに、空家等をとりまく背景についてでございます。近年、地域に

おける人口減尐や核家族化が進展する中、高齢者向け住宅に移り住まれ

るケースのほか、居住者が亡くなられた後、その住宅を相続人が放置す

ることなどの理由によりまして、居住その他の使用がなされていないこ

とが常態となっている空家等が増加しており、今後、さらなる増加が見

込まれているところでございます。 

中でも、適切な管理が行われていない空家等につきましては、建物の

倒壊の危険性や火災の誘発など防災上の問題、ごみの不法投棄や庭木の

繁茂などの環境上の問題、また、町並みに対する悪影響など景観上の問

題など、多くの分野にわたり問題が生じる要因となりますが、空家等の

所有者または管理者の特定が困難な場合もございまして、解決すべき課

題が多くありますことから、全国的な問題となっているところでござい

ます。 

このため、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、そ

の生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進することを目的

といたしまして、空家等対策の推進に関する特別措置法が昨年の１１月

２７日に公布され、ことしの５月２６日に全面施行されたところでござ

います。 

この法律の施行を受けまして、各市町村におきましては、関係部門間

の連携のもと、法律の実施体制の整備が求められておりますことから、

このたび、本町における空家等対策に係る実施体制を、資料の下のほう

に記載しております図のとおり定めたところでございます。 

本町におけます実施体制につきましては、さまざまな空家等に関する

相談を、１つの窓口で、いわゆるワンストップで応じることが可能とな

るよう、総合相談窓口を設置することといたしております。その総合相

談窓口につきましては、総務課におくことといたしたところでございま

す。 

次に、総合相談窓口におきまして受けた相談につきましては、その相



 - 42 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 
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談内容に応じ、空家等の問題の要因に応じまして、部門別に対応を図る

ことといたしております。 

具体的には、図にございますように、建築物の保安及び景観に関する

内容につきましては都市整備課におきまして、また、衛生及び生活環境

に関する内容につきましては環境対策課におきまして、また、法により

ます一定の要件を満たす特定空家等といたしまして勧告の対象となりま

した空家等につきましては、固定資産税等の住宅用地の特例措置が解除

されますことから、この税制上の措置につきましては税務課で対応を行

っていくことといたしております。 

また、空家等に関しましては、建築物の保安や生活環境などさまざま

な問題が複合しているケースも想定されますことから、各課で実施いた

しました指導状況につきましては、その記録を情報を共有いたしまして、

連携を図りながら、空家等の管理の適正化に向けまして適切な対応を行

っていくことといたしているところでございます。 

なお、空家等及びその跡地の活用の促進に関する施策につきましては、

引き続き、役場庁内で組織をしております空家等対策に係ります政策企

画調整幹事会議におきまして、今後も議論を行いながら検討を進めてい

くことといたしておりまして、一定の取りまとめがつきました段階で改

めてご報告させていただきたいというふうに考えております。 

なお、これにつきましては、さきに開催されました建設水道及び厚生

の各常任委員会におきましても同様にご報告をさせていただいたところ

でございます。 

以上、斑鳩町におけます空家等対策の実施体制についての報告とさせ

ていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

ございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 
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次に、（４）斑鳩町学習支援事業の実施概要（案）について、理事者

の報告を求めます。 安藤教育委員会総務課長。 

 

それでは、各課報告事項（４）斑鳩町学習支援事業の実施概要（案）

について、ご説明をさせていただきます。資料４をごらんください。 

さきの一般質問におきましてもご質問をいただいておりますが、全国

的には、所得の格差により家庭の教育環境に大きな差が生じ、学力面で

の格差の拡がりが指摘をされているところでございます。教育委員会と

いたしましては、家計に余裕がなく家庭学習を十分に受けることができ

ない児童生徒に特別な配慮が必要であるとの認識のもと、学力の向上等

を図る取り組みの１つといたしまして、学習支援事業の実施を検討いた

しております。 

その学習支援事業の実施概要（案）でございますが、お手元の資料の、

まず、１．事業名でございますが、斑鳩町学習支援事業（スクールサポ

ート事業）としております。 

次に、２．目的でございますが、教員ＯＢ等の地域の人材との協働に

より、その経験を児童生徒の学習支援に生かしてもらい、学力及び学習

意欲の向上並びに地域コミュニティの活性化を図ることを目的としてお

ります。 

次に、３．事業開始は、平成２８年度としております。 

次に、４．実施回数でございますが、小学校が平日の週２回、午後４

時から午後６時まで、また、中学校は、放課後に部活動もありますこと

から、平日の週１回としております。ただし、いずれも夏休みなどの長

期休業期間等は除いております。 

次に、５．実施場所でございますが、児童生徒が在籍する学校の教室

等を使用することとしております。視聴覚室などの特別教室を考えてお

ります。 

次に、６．対象者は、町立学校に在籍する児童生徒で、通年で参加を

希望する者とし、小学校は第４学年から第６学年までの児童、中学校で

は第１学年から第３学年までの生徒としております。なお、小学校につ

きましては、保護者の迎えを原則といたしております。 
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次に、７．指導内容は、宿題や補助教材による自学自習方式をとり、

指導員が指導・助言を行うこととしております。また、教科は、小学校

は国語・算数、中学校では数学・英語としております。なお、必要に応

じて変更、追加するなど柔軟な対応ができるように考えております。 

次に、８．指導員でございますが、教員退職者、大学生・大学院生な

どを募り、教育委員会が選任することとしております。この募集につき

ましては、広報やホームページ等で広く募集するとともに、町立学校を

退職した教員、あるいは連携協力を締結している大学などで教員を志望

する学生などに参加を呼びかけることも考えております。 

最後に、９．自己負担でございますが、利用料として月額１，０００

円を徴収することとしております。この金額については、同様の事業を

実施している自治体の利用料を参考としながら、低額、低い金額でご利

用いただくということから設定したものでございます。ただし、生活保

護世帯に属する児童生徒は自己負担を徴収しないとしております。 

なお、今後のスケジュールにつきましては、条例及び規則の制定、指

導員の募集・選任、また指導員の事前研修、指導内容の調整等が必要と

なってまいります。一定の期間が必要なことから、学習支援は、平成２

８年度の２学期の開始をめどに進めてまいりたいと、このように考えて

おります。 

以上で、斑鳩町学習支援事業の実施概要（案）についてのご説明とさ

せていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

木澤委員。 

 

取り組みとしては非常にいいものだなというふうに思いますので、具

体化して充実をしていっていただきたいという考えです。 

その中でですね、これ、指導員の方に対しては報酬を支払うのか、町

としては予算的にはどういった形の、どれぐらいのもので想定している

のかっていう点についてもお尋ねしておきたいと思います 
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指導員につきましては、責任を持って業務に当たっていただくという

ことから、賃金をですね、支払うことを考えております。短大卒程度の

臨時講師の賃金が、現在、１時間１，０５０円ですので、そのあたりを

基準として設定していきたいというふうに考えております。予算額とし

ましては、賃金の支出等で約３００万円を見込んでおります。 

 

まだ、これ、どれぐらい応募があるかっていう見込みとかっていうの

は、難しいですかね。 

 

正直、難しいところでございますけれども、近隣の王寺町、実施され

ている状況を申しあげますと、小学校で、約、児童生徒が６００人のう

ち、約８０名、割合で言うたら１３％ぐらい利用されていると。中学校

では、約、生徒が５００名いる中で、利用者は２０名程度、パーセント

で言いますと４％から５％程度の利用があるということでございます。 

本町におきましても、見込みとしましては、こういった近隣の状況も

勘案しながらですね、小学校で約９０名、中学校では約３０名程度利用

があるだろうというふうに見込んでおります。 

 

あとですね、基本的にこの内容については賛成なんですけども、以前、

学童のほうでですね、学童でも宿題を子どもたちはやっていて、その指

導については、指導員さん、されるんですかって聞くと、指導はしない

んですと。学校の先生と教え方が違うと子どもたちが混乱するからって

いうことで、宿題をする時間は確保するけども、指導員さんは指導しま

せんっていう言い方をしてはったんですけども、その点については、ど

うなんでしょうかね。 

 

今回検討しておりますのは、自学自習方式ということで考えておりま

す。宿題、補助教材などですね、学習でわからないところを指導員に尋

ねるという形なんですけれども、学校との関係なんですけれども、教員

がですね、やはり、あらかじめ、指導上配慮すべき事項をですね、やは

り事前に伝えておく。そのことによって適切な学習支援ができるだろう
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課長 
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小村委員 

 

 

 

教委総務

課長 

 

 

小村委員 

 

というふうに考えておりますし、一方で、指導員がですね、学習支援の

中で気づいたことを、それを教員にフィードバックするということで、

双方、教員と指導員が連携した取り組みを考えております。 

 

ほかにございませんか。 奥村委員。 

 

すみません、この、親御さんへの周知の方法ですけども、これは学校

のほうからしていただけるっていうことでよろしいですか。 

 

幅広く広報周知は行ってまいりたいというふうに考えております。で

すので、広報、ホームページに加えまして、学校からもですね、各家庭

に周知をしていきたいなというふうに考えております。 

 

この指導員さんのほうですけれども、これもやはりホームページとか

広報でされるということでしょうか。 

 

広報、ホームページ等、さまざまな媒体使ってまいりたいと考えてお

ります。 

 

ほかにございませんか。 小村委員。 

 

想定が、小学生９０人、中学生が３０人ということなんですけど、そ

れに対しての先生の割合は、どれぐらいの先生の割合を考えておられま

すか。 

 

小学校で９０人見込んでおるんですけれども、指導員としましては、

１１人程度ですね、を考えております。中学校につきましては、３０人

の見込みに対して６名の指導員ですね、を見込んでおります。 

 

僕も、この、民間での僕は経験者なんですけど、小学生が大体９人に

１人という割合が尐し引っかかっています。対象とする生徒さんの学力
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は、基本的には低いものを対象と考えておられると思うんですけど、そ

の中で小学生を１人で９人を見るっていうのは、すごいしんどいのかな

と。その点、中学生は５人に１人ということで、民間の学習塾とかのレ

ベルに近いのかなと思っているんですけど、この点はどのようにお考え

ですか、小学生９人に関しては。 

 

先ほど申しあげましたように、指導の方法が、自学自習方式、わから

ないところを指導員に尋ねるという方法を考えております。実際運営し

ていく中でですね、そういった課題も出てくるかとは思いますので、事

業の進捗を見ながらですね、講師の配置については検討していきたいと

いうふうに思っております。 

 

進捗状況を見ながら、先生をふやすとかっていうのもご検討いただき

たいなと思います。 

あと、自学自習方式で、民間も結構今、はやっているというか、やっ

ているんですけど、レベルの低い子に関しましては、どこがわからない

のかもわからないという状態で、例えば中学校３年生で、自分がどこに

つまずいているのかわからないということもありますので、非常に多分

準備が大変になってくると思うんです。そういう点で言いますと、やは

り教材の選定だとか、そういうところに非常に注意を払っていただきた

いなと。また、１個の教材を買っても、つまずいたときに、すごく、１

年生まで戻らなきゃいけないとか、２年生に戻らなきゃいけないとか、

その臨機応変に対応できるように、１つの教材という形ではなくて、い

ろいろな教材をコピーして渡してあげられるだとか、そういう柔軟性を

持った対応をしていただければ。運営、非常にしんどいとは思うので、

その点もまた検討いただけたらなと思います。以上です。 

 

ほかにございませんか。 平川委員。 

 

この事業は、町単独の事業なんですか。何か国の補助金がつくような、

そういう事業なんですか。 
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文部科学省のほうにおきましてもですね、そういう学習の遅れがちな

中学生を対象とした学習支援事業というのを実施されております。本事

業、補助対象であるとかですね、そういった、活用できるかどうか検討

していきたいなというふうには考えております。 

 

あと、自己負担、月額１，０００円ということなんですけれども、特

に今回、所得の格差に、学力が格差を生じさせないという目的というこ

とで、特に、所得が多いとか、非常に困っておられるという方じゃない、

広く募集をされるということになるわけですよね。そのあたりと、その

自己負担、この１，０００円というのがどういう考えですか。 

 

この自己負担を徴収する根拠っていうか、まず、このサービスを受け

るためにですね、利用する施設の、いわゆる利用料としてご負担いただ

くというふうに考えております。 

この１，０００円の設定なんですけれども、低い金額でご利用いただ

けるということで１，０００円という額を設定したものでございます。 

参考に、近隣で実施されている市町村、王寺町での額を申しあげます

と、小学校で週３回されています。１回２時間程度ですね。それで、１

月２，０００円の自己負担を徴収しております。中学校では、週１回で、

１月１，０００円で実施されておられます。また、他府県ではですね、

大阪の、これ、大東市なんですけれども、これは、ここは学習塾に委託

して学習支援を行っているというケースですけれども、週１回、１科目

で１，０００円と、１月１，０００円という自己負担を徴収されている

と。徴収されている中でですね、児童生徒の学習意欲をそそる一面もあ

ると、そういった話もされておられます。そういったことから、１，０

００円という金額を設定させていただきました。 

 

この１，０００円以外に教材費とかはかかってくるんでしょうか。 

 

いえ、もうこの１，０００円のみを徴収するというふうに考えていま
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す。 

 

清水教育長。 

 

この教室、事業の支援に参加する子どもたちの保護者からは１人当た

り１，０００円でありますけど、それで、教材費につきましては、町の

予算のほうで、議会にちょっと認めていただいた中で負担をしていきた

いなと考えております。 

それと、所得が高い、低いということが当然出てまいります。先ほど

課長が申しあげました、小学校で１３％ぐらいの、王寺と、実績ちょっ

とありますけども、見てみますと、一定以上の所得のある方は、やはり

民間の塾であるとか、そちらのほうにお行きになると。そういった、塾

に行かせたいんだけどそこまで負担ができないという方々が利用されて

いるのかなということもございますので。もちろん、生活保護世帯につ

いては無料とさせていただきますので、その点では、１，０００円の負

担っていうのは適当ではないのかなというふうに考えております。 

 

ただ、学習塾も行きながらこれも行くっていうことも可能なんですよ

ねっていうことと、あと、どういう方が利用されるのかっていう想定が

ちょっと難しいと思うんですけれども、なかなかこう、保護者で、育児

に関心を持っておられなくて、子どもが自宅できちんと宿題ができない

っていう方っていうのは、多分応募はされないと思うんです。そういう

方に先生が、ここに通ってきたらどうっていうときに、この利用料って

いうのがあると、なかなかそこもちょっとハードルになってくるのかな

っていう気はするんですけれども、いかがでしょうか。 

 

今、提案されたように、学校の教員もね、今でもやっていますけど、

補習授業等々やっておる中で、そういった子どもの状況もわかっている

中で、やっぱり勧める場面も出てくると思います。でも、月１，０００

円といいましても、週２５０円っていう額になりますので、もっと言う

と、小学校、言うたら２科目ですので、１科目あたり１２５円とかにな
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りますので、それぐらいの負担はしていただけるんじゃないかなという

ふうには考えております。 

 

金額は多分負担はできると思うんですけれども、なかなか子育てその

ものに関心を持っておられない方とかもいらっしゃる中で、利用料があ

ると、そのことに、何て言うのかな、お金は別に支払う経済力はあって

も、そのことに関心そのものがないっていうか、中には多分いらっしゃ

るっていうことを感じることもありますので、それをどうすくいあげる

のかっていうのは難しいと思いますけれども、またそういうことも今後

留意していただけたらなというふうに思います。 

 

ほかにございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

次に、（５）町民プールの利用状況について、理事者の報告を求めま

す。 真弓生涯学習課長。 

 

それでは、各課報告事項（５）町民プールの利用状況について、ご報

告いたします。 

今年度も、７月１日から８月３１日までの６２日間、事故なく無事に

終了できておりますことを、まず報告させていただきます。 

では、資料５の２ページをお願いできますでしょうか。 

初めに、利用者の推移でございますが、平成２７年度の利用者は、昨

年度と比較しまして３１４人増の７，０３６人でありました。 

恐れ入りますが、４ページにお移りいただけますでしょうか。 

天候の推移を整理しております。晴れと曇りの日の合計日数が昨年度

と同じの５５日となっている中、利用者数が３１４人増加したという状

況になっております。 

その他、運営・維持管理費の状況や入場料収入の推移等を掲載してお
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りますので、また後ほどごらんいただければと思います。 

続きまして、５ページをお願いいたします。 

今年度で２回目となります町民プールの無料開放の状況を整理してお

ります。今年度は、７月２７日、８月１７日、そして２４日の３日間で

実施したところであります。 

この表は、それぞれの実施日と前年度の実績、そして前年度及び前々

年度の同一条件の日と比較しております。このような比較にしておりま

すのは、前年度と実施時期が違うために単純比較できないということか

ら行っております。 

それでは、１回目の利用状況を例にご報告させていただきます。１回

目は、７月２７日ですが、前年度実績比較では１０９人増の３２４人、

前年度同一条件日の比較では２３７人の増で、減収額は、右側ですが、

５万９，４００円となったところでございます。２回目、３回目につき

ましては、それぞれ表のとおりでございます。 

今年度の無料開放の合計では、一番下の表でございますけれども、利

用者数が７５１人、減収額は合計で１３万８，８５０円となったところ

であります。 

以上、町民プールの利用状況についてであります。どうぞよろしくお

願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けいたします。 

 

  （ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします 

ほかに理事者のほうから何か報告しておくことはございませんか。 

 

 （ な  し ） 

  

各課報告事項については、報告を受けたということで終わります。 

続いて、４．その他について、各委員より質疑、ご意見等があればお
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受けいたします。 

 

  （ な  し ） 

 

ないようですので、私のほうから２点お諮りいたします。 

まず、継続審査案件につきまして、お諮りいたします。 

お手元に配布しております閉会中の継続審査申出書のとおり、当委員

会として引き続き調査を要するものとしてこのように決定することにご

異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただきますよう、

よろしくお取り計らいをお願いいたします。 

次に、先進地視察についてでございますが、委員より、現在、史跡中

宮寺跡の整備を進めていることから、史跡の整備・維持管理についての

視察のご希望をお聞きしております。 

そうしたことから、香芝市にあります尼寺廃寺跡と桜井市にあります

山田寺跡を選定させていただきました。視察日につきましては１１月４

日を予定しております。 

以上が、先進地視察計画の概要でありますが、ただいま申しあげまし

たように、閉会中における当委員会の所管事務調査として、お手元に配

布しております先進地視察計画書のとおり先進地視察を実施したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

議長におかれましては、先進地視察計画書を提出いたしますので、そ

の手続きをとっていただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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これをもって、本日の案件については全て終了いたしました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては正副委員長にご一任いた

だきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、閉会に当たり、町長の挨拶をお受けいたします。 

小城町長。 

 

  （ 町長挨拶 ） 

 

これをもって、総務常任委員会を閉会いたします。 

どうもご苦労さまでございました。 

（午前１１時２０分 閉会） 

 


